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▲佐野新都市 ▲佐野駅
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▲佐野インランドポート ▲唐沢山城跡 ( 高石垣 )
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▲田沼北区画整理事業地 ▲出流原弁天池
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▲佐野新都市バスターミナル ▲りょうもう号（東武佐野線）
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▲佐野観光農園アグリタウン ▲東武佐野市駅
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▲鋳物によるまちなみ景観づくり ▲佐野厄除け大師
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▲佐野プレミアム・アウトレット



 

56



 

57



58



59

±



28.5%

9.5%

27.3%

1.4%

7.3%

9.9%

1.0%

2.4%

2.1%

0.0%

1.5%

8.8%

0.1%

0.1%

100%

▲梨狩り

60



 

 

61



 

62



63



±
64



65

21.7%

6.5%

32.8%

1.0%

6.0%

14.7%

1.4%

2.6%

1.8%

0.2%

2.0%

8.4%

0.6%

0.2%

100%

▲佐野国際クリケット場 ▲一瓶塚稲荷神社



 

 

66



 

67



68



69

±



70

4.3%

3.0%

60.6%

0.4%

2.2%

6.5%

0.3%

5.4%

1.3%

0.1%

0.8%

14.8%

0.2%

0.1%

100%

▲葛の里壱番館 ▲石灰採掘現場



 

 

71



 

72



73
▲フレスコ画 ▲嘉多山公園
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76 プライベート・ファイナンス・イニシアチブの略称。公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、
　　　　　経営能力及び技術的能力を活用することにより、同一水準のサービスをより安く、又は、同一価格でより上質の
　　　　　サービスを提供する手法。
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商店数 年間商品販売額
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　　                                                                             平成 29(2017) 年 11 月 14 日告示第 275 号

　（設置）

第１条　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項の規定に基づき策定する 

　本市の都市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）に関し意

　見を聴くため、佐野市都市計画マスタープラン策定懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。

　（所掌事務）

第２条　懇談会は、次に掲げる事務をつかさどる。

　(１)　佐野市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱（平成２９年佐野市訓令第２１号）

　　　  第１条に規定する佐野市都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）

　　　  が作成する都市計画マスタープランの素案に関し意見を述べること。

(２)　前号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事務

　（組織）

第３条　懇談会は、委員１５人以内をもって組織する。

　２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

　(１)　学識経験のある者

　(２)　佐野市町会長連合会に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者

　(３)　関係機関の職員

　(４)　前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者

　（任期）

第４条　委員の任期は、都市計画マスタープランが策定される日までとする。

　２　市長は、前条第２項第２号の規定に該当する委員が推薦を受けた団体を脱退したときは、

　　　その委員を解嘱することができる。

　（会長及び副会長）

第５条　懇談会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

　２　会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

　３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

　　　代理する。

（会議）

第６条　懇談会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

　２　懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

　３　懇談会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又

　　　は説明を聴くことができる。
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　（庶務）

第７条　懇談会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

　（その他）

第８条　この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮っ

て定める。

附　則

　（施行期日）

１　この告示は、告示の日から施行する。

　（会議の招集の特例）

２　この告示の施行の日以後最初に開かれる懇談会の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、

　　市長が招集する。
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                                                                                     平成 29(2017) 年 11 月 14 日訓令第 21号

                                                                             改正

                                                                                     平成 30(2018) 年３月 30日訓令第８号　

　（設置）

第１条　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項の規定に基づき本市の都 

　市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）を策定するため、

　佐野市都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

　（所掌事務）

第２条　委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

　(１)　都市計画マスタープランの素案の作成に関すること。

　(２)　佐野市都市計画マスタープラン策定懇談会設置要綱（平成２９年佐野市告示第２７５号）

　　　  第１条に規定する佐野市都市計画マスタープラン策定懇談会からの前号の都市計画マス 

　　　  タープランの素案に対する意見を検討し、都市計画マスタープランの原案を作成するこ

　　　  と。

　(３)　前２号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランの策定に関し必要があると認める

　　　  事務

　（組織）

第３条　委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

　２　委員長は都市建設部長を、副委員長は総合政策部長を、委員は別表第１に掲げる職員をもっ

　　　て充てる。

　（委員長及び副委員長）

第４条　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

　２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

　（会議）

第５条　委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

　２　委員会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、その意見

　　　又は説明を聴くことができる。

　（部会）

第６条　委員会は、都市計画マスタープランの素案を作成するため、部会を置く。

　２　部会は、次に掲げる事務をつかさどる。

　(１)　 都市計画マスタープランの素案を作成し、これを委員会に提出すること。

　(２)　前号に掲げるもののほか、委員会が指定する事務を行い、その結果を委員会に報告する

　　　  こと。

　３　部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

　４　部会長は都市計画課長を、部会員は別表第２に掲げる職員をもって充てる。
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　５　部会長は、当該部会の事務を掌理する。

　６　部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

　７　前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項中「委員長」とあ

　　　るのは、「部会長」と読み替えるものとする。

　（庶務）

第７条　委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

　（その他）

第８条　この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

　　　　て定める。

附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

附　則

　この訓令は、平成 30年４月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）

行政経営部長　市民生活部長　こども福祉部長　健康医療部長　産業文化部長　観光スポーツ部

長　水道局長　教育総務部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 30年一部改正）

別表第２（第６条関係）

政策調整課長　行政経営課長　環境政策課長　交通生活課長　社会福祉課長　医療保険課長　産

業立市推進課長　農政課長　観光立市推進課長　都市整備課長　道路河川課長　建築住宅課長　

空き家対策室長　下水道課長　教育総務課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 30年一部改正）
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